		別紙１
評価項目及び評価基準

以下の各項目の評価基準に基づき、各項目の配点の合計を100点満点として評価し、審査委員の評価点の合計の平均により算出したものを最終の評価点とする。なお、最終の評価点が60点を超えなかった場合は契約候補者としない。

	評価項目
	配点

	



提案者に
対する評価
	
業務実績
	同種及び類似事業の実績が優れているか。
	
１０

	
	
業務実施体制①
	人員配置が適切で、業務実施を着実に遂行できる体制となっているか。
	
１０

	
	
業務実施体制②

	本市（協会）の要望等に迅速・柔軟に対応できるか。
	
２０

	
企画提案に
対する評価
	
業務への理解
	仕様書の業務の目的や内容を、十分理解しているか。
	
１０

	
	
考え方・取組方針①
	業務を実施するにあたって、考え方や取り組み方針、実施スケジュールが適切か。
	
２０

	
	考え方・取組方針②
	現状を見極め、関係団体・事業者との連絡調整する力を有しているか。
	２０

	金額
	見積価格
	見積金額は企画提案内容を勘案して妥当であるか。
	１０

	
合　　　　計
	
１００



